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６．施策・将来目標 

6.1 将来目標の設定について 

施策の評価・改善を適切に図っていくために、将来目標を設定します。将来目標は達成状

況の確認が必要になるため、統計資料などで算出可能な指標を設定します。 

平成 27 年の愛知県の都市計画区域内の人口は約 7,432 千人となっていますが、計画の目

標年次の平成 42 年（2030 年）の人口は、愛知県都市計画区域マスタープランにおいて、約

7,310 千人と設定されています。計画期間内は人口が減少していくため、緑の量を確保する

目標と合わせ、緑の質を高めていく目標を取り入れていきます。また、施策の成果を把握す

るために、アウトプット指標だけではなく、県政世論調査や公園利用者アンケート結果など

を用いたアウトカム指標も取り入れます。 

将来目標とする指標は、各施策に対応させ整理しますが、ひとつの指標に対しても複数の

方針や施策が複合的に関連しあっており、関連する指標については再掲しています。 

 

 

6.2 「健全で良質な緑」に関する施策 

植物の生育に配慮した植栽計画の検討 

植物が健全に⽣育できるよう、設計時点で⼗分な調査を実施し、⼟地にあっ
た樹⽊の選定、樹種にあった⼟壌改良の実施を検討し、健全で良質な緑づくり
を⽬指します。 

県が行う主な取組 

●県営公園で樹林地整備を行う場合の在来種の活用検討 

●設計時点の土壌調査や植栽基盤についての検討 

 

健全で良質な緑づくりに向けた普及啓発活動の実施 

健全で良質な緑づくりの取組が実施されるよう、有識者や樹⽊医、植栽基盤
診断⼠等の専⾨家を招き、市町村の担当者や公園で活動している市⺠団体向け
に講習会を開催し普及啓発に努めます。 

県が行う主な取組 

●市町村の担当者向けに植栽基盤や樹木の健全化についての講習会の開催 

●公園で活動する団体向けの講習会の開催 
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6.3 「いのちを守る緑」に関する施策・将来目標 

緑の恩恵を享受していくための生物多様性への配慮 

【都市の緑の保全・創出】 
県営都市公園において、各公園や地域の実状を踏まえつつ、⽣物多様性の保

全・再⽣・創出に向けた計画を作成し、多様な主体と協働し、⽣物の⽣息⽣育
空間の保全と再⽣に取組みます。 

市町村においても⽣物多様性の取組が推進するよう、「緑の基本計画」に、
市町村界を跨ぐ⾻格的な緑の保全や⽣物多様性の保全などに配慮した計画とす
るよう、働きかけを⾏います。 

県が行う主な取組 

●県営公園における生物多様性保全再生計画の策定 

●県営公園における地域固有の自然の保全（東海丘陵要素） 

●多様な主体との協働による生物多様性の保全・再生活動の推進 

●公園整備における地域在来種の利用促進 

●公園緑地担当者会議等における緑の基本計画への生物多様性に関する記載の働きかけ 

 

指標：県営公園における生物多様性の保全再生活動の数 

生物多様性の保全にあたっては、多様な主体との協働が求められます。そのため、

市民団体等が主体的に取組む様々な活動のうち、生物多様性の保全再生に関する活

動の回数を指標とします。 

 

 

 

 

指標：生物多様性に関する事項が記載されている緑の基本計画の数 

緑の基本計画に生物多様性に関する事項を記載することは、生物多様性の保全の

実施に直接的な効果があるため、生物多様性に関する事項を緑の基本計画に記載し

ている市町村の数を指標とします。 
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540 回／年 

 

600 回／年 

現況値（平成 28 年度） 将来目標（平成 42(2030)年度）

 

30 市町村 

 

49 市町村 

現況値（平成 28 年度） 将来目標（平成 42(2030)年度）
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【⽔と緑のネットワークの形成】 
まちなかに残る樹林地の保全や、企業の敷地内の緑化、建物の壁⾯・屋上緑

化など⺠有地の緑の保全、創出など、市街地の過半を占める⺠有地の緑を保全、
創出し、都市公園や河川の緑とともに⽔と緑のネットワークを形成します。 

都市公園や河川、道路などの公共施設の緑が有する機能を⼗分発揮できるよ
う適正な維持管理を⾏い、緑の質の向上に努めます。 

県が行う主な取組 

●都市に残る貴重な樹林地の公有地化への支援（あいち森と緑づくり事業） 

●民有地緑化への支援（あいち森と緑づくり事業） 

●公共施設緑化への支援(あいち森と緑づくり事業) 

●水辺の緑の回廊整備事業 

●企業、大学等によるビオトープづくりへの支援 

 

指標：緑の確保や創出面積 

水と緑のネットワークの形成に向けては様々な緑を確保していくことが求められ

るため、樹林地の公有地化や都市公園の整備、あいち森と緑づくり都市緑化推進事

業による民有地の緑化などにより確保・創出した樹林や芝等の緑の面積を指標とし

ます。 

 

 

 

 

 

  

550 ｈａ 

将来目標（平成 31～42(2030)年度） 
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防災・減災に資する緑とオープンスペースの保全と創出 

災害による被害を防⽌または軽減するため、防災に必要な空地が不⾜してい
る地域等において、防災活動拠点や避難地となる公園の整備を進めます。 

地域防災計画に位置付けられた防災活動拠点や避難地に指定されている都市
公園では、防災機能をより⼀層⾼め、耐災害性の向上に向け、必要な施設を順
次整備します。 

県が行う主な取組 

●広域防災活動拠点や避難場所に指定されている（予定地含む）県営公園の整備 

●防災活動拠点における防災施設の整備への支援 

❏参考：地震や風水害等の被害を軽減する緑 
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指標：広域防災拠点となる公園の供用面積 

防災に資する緑地として、地域防災計画に広域防災拠点として位置づけられている、

公園の整備を進めるため、供用面積を指標とします。 

 

 

 

 

 

緑を育む行動へと結びつく啓発活動の実施 

あいち都市緑化フェアなど、緑化に関するイベントや環境学習を通して緑の
多様な機能についての普及啓発に取組み、県⺠の意識の向上や⾃発的な緑化活
動を推進します。 

都市における貴重な緑である都市公園は、県⺠にとって⾝近な⾃然体験や環
境学習の場であるため、そのポテンシャルを活かし、県内の環境学習施設等と
の連携して学びの場としての活⽤を推進します。 

県が行う主な取組 

●県民参加による緑づくり事業への支援（あいち森と緑づくり事業） 

●緑の活動を実施する団体等への講師派遣に対する支援（あいち森と緑づくり事業） 

●都市緑化の普及啓発イベントの開催 

●県民向けの講座の開催（県政お届け講座、建設部出前講座） 

●もりの学舎における環境学習の推進 

 

指標：都市緑化普及啓発イベントの数 

緑の大切さ等の理解の浸透を図るため、都市緑化普及のための啓発イベントの開

催数を指標とします。 

 

 

 

 

※緑に関するイベント： 

植樹祭、緑化祭、都市緑化講演会、フラワーフェスティバル等、都市緑化の普及啓発を主な

目的としたイベント。 

 

  

５ 

618 ha 

 

730 ha 

現況値（平成 29 年度） 将来目標（平成 42(2030)年度）

 

217 回／年 

 

240 回／年 

現況値（平成 29 年度） 将来目標（平成 42(2030)年度）
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日常の安心につながる公園施設の維持管理と更新 

【公園施設や街路樹等の維持管理】 
⻑寿命化に向け公園施設の適切な維持管理を⾏うとともに、計画的な更新を

推進します。 
また、公園の樹⽊の持つ機能や効⽤の増進と公園利⽤者に対する安全性の確

保を継続的に両⽴させていくため、適宜、樹⽊の点検等を実施します。 

県が行う主な取組 

●公園施設の長寿命化計画の更新 

●都市公園の樹木の点検・診断 

●公園施設の計画的な更新 

 
【誰もが安⼼して利⽤できる空間の確保】 

公園の新設及び再整備に合わせ、誰もが安⼼して公園を利⽤できるようユニ
バーサルデザインの導⼊を着実に実施します。誰もが安⼼して利⽤・移動でき
る空間を確保します。 

県が行う主な取組 

●新規整備や施設更新にあわせたユニバーサルデザインの導入 

●既設トイレの洋式化 

 

  

６ 
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6.4 「暮らしの質を高める緑」に関する施策・将来目標 

QOL(生活の質)の向上に貢献する身近な緑とオープンスペースの確保 

⾝近な公園・緑地が県⺠にとって居⼼地が良く、より愛着が沸くような空間
となるように施設整備や維持管理等に努めます。 

⼈々と緑と農の関わり合いを深めることに配慮しつつ、多様な価値観やライ
フスタイルに根ざした緑づくりを推進します。 

県が行う主な取組 

●民有地緑化への支援（あいち森と緑づくり事業） 

●県営都市公園の施設の更新 

●県営都市公園における利用者サービスの向上 

●市町村都市公園の改築への支援 

 

指標：緑が増えたと感じる人の割合 

緑豊かな生活環境は、県民の生活の質の向上に貢献するため、身近な緑が増えた

と感じる県民の割合を指標とします。 

 

 

 

 

指標：歩いて行ける公園の人口カバー率 

県民にとって身近な公園の整備や集約型都市構造の形成と合わせた公園の再編等

により、居住地から歩いていける範囲に公園を配置することが必要であるため、身

近な公園の人口カバー率を指標とします。 
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3.1 ％ 

 

5.0 ％ 

現況値（平成 29 年度） 将来目標（平成 42(2030)年度）

 

86 ％ 

 

90 ％ 

現況値（平成 29 年度） 将来目標（平成 42(2030)年度）
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心と体の健康を支える緑の活用 

【健康と⽣きがいを⽀える緑の活⽤】 
県⺠の健康と⽣きがいを⽀える緑づくりを推進するとともに、緑のある空間

での各種活動を促進します。また、誰もが公園内を気軽に周遊できるよう、バ
リアフリーに対応した周遊コースの設定や案内マップ等の作成により、周知を
図っていきます。 

県が行う主な取組 

●県営都市公園における健康づくりの促進 

●あいち健康の森 薬草園の利用促進 

●都市公園のバリアフリー対応の周遊コースの確保・周知 

 

指標：歩いて行ける公園の人口カバー率（再掲） 

長寿社会の中では、歩いていける範囲に公園が日々の健康づくりの場となるため、

歩いていける公園の人口カバー率を指標とします。 

 

 

 

 

指標：県営公園における利用者数 

公園は、県民の健康を支える緑であるため、県営公園の利用者数を指標とします。 

 

 

 

 

 

 

【⾃然とふれあう遊びと学びの場の活⽤】 
公園において⾃然に親しめる施設整備を推進します。また、あらゆる世代を

対象とした⾃然体験活動を促進するとともに、森のようちえんやプレーパーク
など、⼦どもが⾃然とふれあえる機会の創出に努めます。 

県が行う主な取組 

●体験学習施設の整備 

●自然観察が出来るビオトープの整備 

●気軽に自然とふれあえる散策路の整備 

●環境学習施設との連携により利用を促進 

  

８ 

86 ％ 

 

90 ％ 

現況値（平成 29 年度） 将来目標（平成 42(2030)年度）

 

686 万人／年 

 

720 万人／年

現況値（平成 29 年度） 将来目標（平成 42(2030)年度）

 

※将来目標の720万人/年の中には、ジブリ

パークの利用者想定数は含んでいない 
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まちづくりと一体となった魅力的な緑づくりの推進 

【集約型都市構造の形成と連携した緑づくりの推進】 
集約型都市構造の形成と連携した公園の再編やリニューアル、未利⽤地の活

⽤による緑の創出等の検討を進めるとともに、県⺠などの多様な主体と連携し
た維持管理などにより、質の向上や活⽤を図っていきます。 

 
【花と緑のまちづくりの推進】 

四季の移ろいを感じられる緑により⾵情のあるまちづくりに取組みます。ま
た、花育の取組との連携や、花壇づくりや植樹等の⾝近な緑づくりを⽀援する
など、花の魅⼒を活かし、花と緑のまちづくりを推進します。 

県が行う主な取組 

●県産花きを活用した花と緑のまちづくりの支援（あいち森と緑づくり事業） 

 

指標：公園の管理・運営に参画している協議会等の数 

多様な主体が管理運営に関わり、公園の質を高め魅力的な緑づくりを推進するた

め、公園の管理・運営に参画している協議会等の数を指標とします。なお、協議会

等には、都市公園法 17条による協議会に限りません。 

 

 

 

 

6.5 「交流を生み出す緑」に関する施策・将来目標 

地域コミュニティを育む場としての緑の活用 

世代・地域を超えた県⺠の交流の場となるよう県営公園の運営に努めるほか、
地域コミュニティの醸成を促し、地域のつながりを構築できるよう、⾝近な公
園・緑地の整備を促進します。 

県が行う主な取組 

●市町村への公園整備の支援（あいち森と緑づくり事業） 

 

指標：公園の管理・運営に参画している協議会等の数(再掲) 

公園を核として、公園での活動を通じた地域コミュニティの醸成を図るために、

公園の管理・運営に参画している協議会等の数を指標とします。なお、協議会等に

は、都市公園法17条による協議会に限りません。 

 

 

 

９ 

0 

12 団体 

将来目標（平成 42(2030)年度） 

12 団体 

将来目標（平成 42(2030)年度） 
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地域の特性を活かした緑のまちづくりの推進 

【地域資源を活かした緑の保全と創出】 
歴史・⽂化資源と⼀体となる特⾊ある緑の保全や歴史公園等の観光資源の保

全に努めるとともに、その価値をより⼀層⾼め、歴史公園を含め地域の経済や
活⼒を牽引する重要な資源として活⽤を図っていきます。 

⼤⽊など印象に残る緑や、良好な景観形成に資する緑などにより⾵格あるま
ちづくりに努めます。 

 

【公園の魅⼒を⾼める⼿法の導⼊推進】 
都市公園の⽴地や施設の内容等、公園の特性に対応し、多様な主体によるイ

ベント開催など利活⽤を促進し、地域のにぎわいと交流の機会の創出に努めま
す。また、公園が⽴地する地域周辺の状況や利⽤者のニーズを踏まえ、⺠間の
ノウハウを活かした施設の整備を推進します。 

県が行う主な取組 

●県営公園での各種イベントの開催 

●公園で活動している団体との協働によるイベント開催 

●民間活力導入の検討 

 

指標：地域の特性を活かし民間活力により魅力を高めた公園の数 

地域の特性や公園の持つポテンシャルを活かした緑のまちづくりを推進するため

に、民間活力の導入など、公園の魅力を高めた県営公園の施設の数を指標とします。 

 

 

 

 

指標：県営公園の来訪頻度 

何度も来たいと思える魅力ある公園を目指し、県営公園の来訪頻度を高める

ことを目指します。そのため、指定管理者が行うアンケート結果における複数

回来訪者の割合を指標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 施設 

 

7 施設 

現況値（平成 29 年度） 将来目標（平成 42(2030)年度）

 

469 万人 

 

490 万人 

現況値（平成 29 年度） 将来目標（平成 42(2030)年度）
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多様な主体による緑のまちづくりの推進 

県⺠や NPO などの各種団体、⺠間事業者、⾏政などのあらゆる主体が連携・
協働して⾏う、緑の保全や活⽤などの活動を通じて、まちが元気になる取組を
進めます。 

県が行う主な取組 

●都市緑化にかかる顕彰制度 

●多様な主体への各種助成金の周知 

●県民参加で行う緑づくりへの支援（あいち森と緑づくり事業） 

 

指標：県民参加緑づくり事業の参加人数 

県民参加による植樹、樹林地整備、ビオトープづくりなどの緑の体験学習や緑づ

くり活動を推進するため、県民参加緑づくり事業の数を指標とします。 

 

 

 

 

 

  

142,077 人 

 

284,000 人 

現況値（平成 23～28 年度） 将来目標（平成 31(2019)～42(2030)年度）
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6.6 施策一覧 

施策の一覧を整理します。３つの緑ごとの施策については、課題との繋がりを示しました。 

 

表26 「緑づくりの基礎」についての施策一覧 

施 策・県が行う主な取組 

健全 良質 緑 

 

１ 
植物の⽣育に配慮した植栽計画の検討 
(県が行う主な取組) 

・県営公園で樹林地整備を行う場合の在来種の活用検討 

・設計時点の土壌調査や植栽基盤についての検討

２ 
健全で良質な緑づくりに向けた普及啓発活動の実施 
(県が行う主な取組) 

・市町村の担当者向けに植栽基盤や樹木の健全化についての講習会の開催 

・公園で活動する団体向けの講習会の開催 
 

 

表27 ３つの緑の基本方針の施策一覧と課題との関係性 

施 策 
課題との関係性 

安全 環境 生活 活力 活用

いのちを守る緑（基本⽅針１：緑の恩恵を享受し、⾃然と調和し災害にも強い緑の都市づくり） 

３ 

緑の恩恵を享受していくための⽣物多様性への配慮 

 ●    

(県が行う主な取組) 

・県営公園における生物多様性保全再生計画の策定 

・県営公園における地域固有の自然の保全（東部丘陵要素） 

・多様な主体との協働による生物多様性の保全・再生活動の推進 

・公園整備における地域在来種の利用促進 

・公園緑地担当者会議等における緑の基本計画への生物多様性

に関する記載の働きかけ 

・都市に残る貴重な樹林地の公有地化への支援 

・民有地緑化への支援 

・公共施設緑化への支援 

・水辺の緑の回廊整備事業 

・企業、大学によるビオトープづくりへの支援 

４ 

防災・減災に資する緑とオープンスペースの保全と創出 

● ○    (県が行う主な取組) 

・広域防災活動拠点や避難場所に指定されている（予定地含

む）県営公園の整備 

・防災活動拠点における防災施設の整備への支援

５ 

緑を育む⾏動へと結びつく啓発活動の実施 

 ●    
(県が行う主な取組) 

・県民参加による緑づくり事業への支援 

・緑の活動を実施する団体等への講師派遣に対する支援 

・都市緑化の普及啓発イベントの開催 

・県民向けの講座の開催（県政お届け講座、建設部出前講座） 

・もりの学舎における環境学習の推進 
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施 策 
課題との関係性 

安全 環境 生活 活力 活用

６ 

⽇常の安⼼につながる公園施設の維持管理と更新 

●  ○   
(県が行う主な取組) 

・公園施設の長寿命化計画の更新 

・都市公園の樹木の点検・診断 

・公園施設の計画的な更新 

・新規整備や施設更新にあわせたユニバーサルデザインの導入 

・既設トイレの洋式化 
暮らしの質を⾼める緑（基本⽅針２：良好 ⽣活環境 ⽣活 質(ＱＯＬ)を⾼める緑の空間づくり）

７ 

QOL（⽣活の質）の向上に貢献する 
⾝近な緑とオープンスペースの確保 

  ●   
(県が行う主な取組) 

・民有地緑化への支援 

・県営都市公園の施設の更新 

・県営都市公園における利用者サービスの向上 

・市町村都市公園の改築への支援 

８ 

⼼と体の健康を⽀える緑の活⽤ 

  ● ○ ○

(県が行う主な取組) 

・県営都市公園における健康づくりの促進 

・あいち健康の森 薬草園の利用促進 

・都市公園のバリアフリー対応の周遊コースの確保・周知 

・体験学習施設の整備 

・自然観察が出来るビオトープの整備 

・気軽に自然とふれあえる散策路の整備 

・環境学習施設との連携により利用を促進 

９ 
まちづくりと⼀体となった魅⼒的な緑づくりの推進 

  ● ○  
(県が行う主な取組) 

・県産花きを活用した花と緑のまちづくりの支援

交流 ⽣ 出 緑（基本⽅針３：多様な主体との連携と地域の特性を活かす緑づくり） 

10 
地域コミュティを育む場としての緑の活⽤ 

  ○ ● ○
(県が行う主な取組) 
・市町村への公園整備の支援 

11 

地域の特性を活かした緑のまちづくりの推進 

  ○ ● ○(県が行う主な取組) 

・県営公園での各種イベントの開催 

・公園で活動している団体との協働によるイベント開催 

・民間活力導入の検討 

12 

多様な主体による緑のまちづくりの推進 

   ● ○(県が行う主な取組) 

・都市緑化にかかる顕彰制度 

・多様な主体への各種助成金の周知 

・県民参加で行う緑づくりへの支援 
●：直接的な繋がり  ○：間接的な繋がり 

 


